
資料４ 

平成 29 年 10 月 13 日 

介護保険事業所管理者様 

 

交野市高齢介護課長 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の単位数の修正について 

 

 

平素は本市介護保険行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 平成２９年４月より実施しています介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防型通所サービス（A

６）単位数にて、実績の請求をされるにあたり不備があることが判明しましたので、下記のとおり修正

し、平成 29年 4月 1日からの適用とさせていただきます。 

お手数をおかけして申し訳ございませんが、今回の修正に伴い、現在、サービスを利用している利用

者様に対して、契約の再締結や重要事項説明書の再交付は必要ありませんが、単価が修正され、利用料

金が変更となる旨を、文書等で周知していただき、同意を得ていただきますようよろしくお願いいたし

ます。（別紙参照） 

なお、運営規定等の記載につきましては、事業所において適正に変更いただきますようお願いいたし

ます。 

（※今回の修正に伴う運営規定等の変更につきまして「変更届出」の必要がない旨、本市福祉総務課と

調整済みですので、申し添えます。） 

 

記 

 

介護予防型通所サービス（A６）において、要支援２の対象者で設定をしておりました、「全部で 4回

まで」の算定単位数 378単位／回を削除し、「全部で 5回から 8回まで」を「全部で 1回から 8回まで」

とします。 

（旧） 

対象者 月の上限回数 算定単位数 

要支援１           

事業対象者 

４回まで ３７８単位／回 

５回以上 １，６４７単位／月 

要支援２         

事業対象者 

全部で４回まで ３７８単位／回 

全部で５～８回まで ３８９単位／回 

全部で９回以上 ３，３７７単位／月 

                                       （裏面へ続く） 



 

（新） 

対象者 月の上限回数 算定単位数 

要支援１          

事業対象者 

４回まで ３７８単位／回 

５回以上 １，６４７単位／月 

要支援２         

事業対象者 

全部で 1～８回まで ３８９単位／回 

全部で９回以上 ３，３７７単位／月 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

交野市福祉部高齢介護課 高齢介護事業係 

電 話：０７２－８９３－６４００（代） 

メール：kaigo@city.katano.osaka.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29年 10月 13日 

 

指定介護予防支援事業所管理者様 

 

交野市高齢介護課長 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の単位数の修正について 

 

平素は本市介護保険行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 平成２９年４月より実施しています介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防型通所サービス（A

６）単位数にて、実績の請求をされるにあたり不備があることが判明しましたので、下記のとおり修正

し、平成 29年 4月 1日からの適用とさせていただきます。 

貴事業所におかれましては、本通知の内容にてご対応頂きますとともに、委託先事業所へご周知いた

だきますようお願いします。 

 

記 

 

介護予防型通所サービス（A６）において、要支援２の対象者で設定をしておりました、「全部で 4回

まで」の算定単位数 378単位／回を削除し、「全部で 5回から 8回まで」を「全部で 1回から 8回まで」

とします。 

（旧） 

対象者 月の上限回数 算定単位数 

要支援１           

事業対象者 

４回まで ３７８単位／回 

５回以上 １，６４７単位／月 

要支援２         

事業対象者 

全部で４回まで ３７８単位／回 

全部で５～８回まで ３８９単位／回 

全部で９回以上 ３，３７７単位／月 

 

（新） 

対象者 月の上限回数 算定単位数 

要支援１          

事業対象者 

４回まで ３７８単位／回 

５回以上 １，６４７単位／月 

要支援２         

事業対象者 

全部で 1～８回まで ３８９単位／回 

全部で９回以上 ３，３７７単位／月 



 

 

【お問い合わせ】 

交野市福祉部高齢介護課 高齢介護事業係 

電 話：０７２－８９３－６４００（代） 

メール：kaigo@city.katano.osaka.jp 

 

 


